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中 部 大 学 大 学 院 学 則 
 
 
  第１章 目的 
第１条 中部大学大学院(以下「大学院」という。)は、学部教育の基礎の上に、学術の理論

及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。 
 
  第２章 組織 
第２条 大学院に、次の研究科を置く。 

工学研究科 
経営情報学研究科 
国際人間学研究科 
応用生物学研究科 
生命健康科学研究科 
教育学研究科 

第３条 大学院に、修士課程及び博士課程を置く。 
第４条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又

はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを

目的とする。 
２ 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 
第５条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊か

な学識を養うことを目的とする。 
２ 博士課程の標準修業年限は、５年とする。 
３ 博士課程は、前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以

下「博士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程は、修士課程として取り扱うもの

とする。 
第６条 各研究科に、次の表に掲げる専攻及び課程を置く。 

研究科名 専 攻 名 課 程 

工学研究科 機械工学専攻 

電気電子工学専攻 

建設工学専攻 

応用化学専攻 

情報工学専攻 

博士課程 

創造エネルギー理工学専攻 修士課程 

経営情報学研究科 経営情報学専攻 博士課程 

経営学専攻 修士課程 
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国際人間学研究科 国際関係学専攻 

言語文化専攻 

心理学専攻 
博士課程 

 歴史学・地理学専攻 

応用生物学研究科 応用生物学専攻 博士課程 

生命健康科学研究科 生命医科学専攻 博士課程 

看護学専攻 

リハビリテーション学専攻 
修士課程 

教育学研究科 教育学専攻 修士課程 

２ 研究科及び専攻ごとの教育研究上の目的は、別表１のとおりとする。 
 
  第３章 収容定員 
第７条 各研究科の収容定員は、次のとおりとする 

研究科名 専攻名 

博士前期課程 

  又は修士課程 
博士後期課程 合計収容

定員 
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

工学研究科 

機械工学専攻 10 20 ４ 12 32 

電気電子工学専攻 18 36 ４ 12 48 

建設工学専攻 16 32 4 12 44 

応用化学専攻 10 20 ４ 12 32 

情報工学専攻 16 32 ４ 12 44 

創造エネルギー理工

学専攻 
６ 12 ― ― 12 

計 76 152 20 60 212 

経営情報学

研究科 

経営情報学専攻 15 30 ３ ９ 39 

経営学専攻 20 40 ― ― 40 

計 35 70 ３ ９ 79 

国際人間学

研究科 

国際関係学専攻 ４ ８ ２ ６ 14 

言語文化専攻 ４ ８ ２ ６ 14 

心理学専攻 ４ ８ ２ ６ 14 

歴史学・地理学専攻 ４ ８ ２ ６ １４ 

計     １6 32 ８ ２４ ５６ 

応用生物学 

研究科 

応用生物学専攻 24 48 ６ 18 66 

計 24 48 ６ 18 66 

生命健康科

学研究科 

生命医科学専攻 12 24 ３ ９ 33 

看護学専攻 ６ 12 ― ― 12 

リハビリテーション学専攻 ６ 12 ― ― 12 

計 24 48 ３ ９ 57 



3 

教育学研究

科 

教育学専攻 12 24 ― ― 24 

計 12 24 ― ― 24 

合計 187 374 40 120     494 

  
 第３章の２ 学期及び休業日 
第７条の２ 学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
第７条の３ 学年を分けて、次の２学期とする。 
  春学期 ４月１日から９月 30 日まで 
  秋学期 10 月１日から３月 31 日まで 
第７条の４ 休業日は、次のとおりとする。ただし、休業日であっても授業又は試験を実

施することがある。 
  (1)  日曜日 
  (2)  国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
 (3)  開学記念日   11 月 19 日 
  (4)  学園創立記念日 12 月８日 
  (5)  春季休業日 
  (6) 夏季休業日 
 (7)  冬季休業日 
２ 前項第５号から第７号までの休業期間は、別に定める。 
３ 必要がある場合は、第１項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めること

ができる。 
 
 第４章 授業科目及び履修方法 
第８条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研

究指導」という。）により行うものとし、各研究科における授業科目及び単位数は、別表

2 のとおりとする。 
２ 授業は、講義、演習のいずれかにより又はこれらの併用、その他により行うものとす

る。 
３ 授業等は、大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 14 条の規定による夜間そ

の他特定の時間又は時期において行うことができる。 
第８条の２ 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容

をもって構成することとし、次の基準により計算するものとする。 
(1)  講義については、15 時間から 30 時間までの授業をもって１単位とする。 
(2)  演習については、15 時間から 30 時間までの授業をもって１単位とする。 
(3)  実験、実習については、30 時間から 45 時間までの授業をもって１単位とする。 

第９条 前８条の授業科目の履修方法は、研究科ごとに別に定める。 
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２ 研究指導は、大学院が適格と認めた教員（以下「研究指導担当教授」という。）が行う

ものとする。 
３ 専攻の研究指導担当教授が必要と認めるときは、他の研究科・専攻の科目を指定して、

履修させることができる。 
４ 前項の規定により修得した単位は、10 単位を超えない範囲で当該専攻において修得し

たものとみなすことができる。 
５ 職業を有している等の事情により、第４条第２項及び第５条第２項に規定する標準修

業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望す

る学生（以下「長期履修学生」という。）がその旨を申し出たときは、別に定めるところ

により、その計画的な履修を認めることができる。 
第９条の２ 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法

（昭和 24 年法律第 147 号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 29 年文部省令第 26 号)に
定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 大学院で取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻 免許状の種類 

工学研究科 応用化学専攻 高等学校教諭専修免許状(理科) 

 

機械工学専攻 

電気電子工学専攻 

建設工学専攻 

高等学校教諭専修免許状(工業) 

 

 

 情報工学専攻 高等学校教諭専修免許状（情報） 

経営情報学研究科 経営情報学専攻 高等学校教諭専修免許状（情報・商業） 

国際人間学研究科 国際関係学専攻 高等学校教諭専修免許状(公民) 

 心理学専攻 
高等学校教諭専修免許状(公民) 

中学校教諭専修免許状(社会) 

 言語文化専攻 
中学校教諭専修免許状（国語・英語） 

高等学校教諭専修免許状（国語・英語） 

 歴史学・地理学専攻 高等学校教諭専修免許状（地理歴史） 

応用生物学研究科 応用生物学専攻  

     農業コース 高等学校教諭専修免許状（農業） 

     理科コース 高等学校教諭専修免許状（理科） 

生命健康科学部 看護学専攻 養護教諭専修免許状 

教育学研究科 教育学専攻 
幼稚園教諭専修免許状 

小学校教諭専修免許状 
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第 10 条 大学院が教育上有益と認めるときに限り、他の大学の大学院との協議に基づき、

学生は、学長の許可を得て当該大学の大学院の授業科目を履修することができる。 
２ 前項の規定により履修し、修得した授業科目の単位は 10 単位を超えない範囲で大学院

の修了に必要な単位に算入することができる。 
３ 他の大学の大学院での履修の期間は、原則として１年以内とする。ただし、特別の理

由のある場合には、協議の上、更に１年に限り延長することができるが、履修の期間は、

通算して２年を超えることはできない。 
４ 他の大学の大学院での履修期間は、大学院の在学年限に算入する。 
５ 各研究科において、教育上有益と認めるときは、学生は他の大学の大学院又は研究所

等において必要な研究指導を受けることができる。ただし、博士前期課程の学生につい

ては、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 
第 10 条の２ 大学院が教育上有益と認めるときに限り、学生が、大学院に入学する以前に

大学院又は他の大学の大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位

を含む。）を大学院において修得したものとみなすことができる。 
２ 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、大学院において修得した単

位以外のものについては、10 単位を超えないものとする。 
第 10 条の３ 大学院において教育研究上特別の必要があると認めるときは、他の研究所等

の研究者を大学院客員教授に委嘱する等の方法により、学生が当該研究所等において研

究指導等を受けることができる(連携大学院方式)。 
 
  第５章 課程修了の認定 
第 11 条 修士課程又は博士前期課程の修了には、２年以上在学し、専攻の授業科目につい

て次の表に定める所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、課程の目的

に応じ、修士の学位論文又は特定の課題についての研究の成果を提出し、その審査及び

試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者

については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

研 究 科 名 単 位 数 

工学研究科 ３０ 

経営情報学 

研究科 

経営情報学専攻 ３２ 

経営学専攻 ４０ 

国際人間学研究科 ３０ 

応用生物学研究科 ３０ 

生命健康科学研究科 ３０ 

教育学研究科 ３０ 
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２ 博士前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められ

る場合には、前項に規定する大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成

果の審査及び試験に合格することに代えて、大学院が行う次に掲げる試験及び審査に合

格することができる。 

 (1)  専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の

基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての

試験 
 (2)  博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって、当該前期の課

程において修得すべきものについての審査 
３ 第９条第４項、第 10 条第２項及び第 10 条の２第２項の規定により修得した単位につ

いては、合せて 10 単位を超えない範囲で前項に定める単位に算入することができる。 

第 12 条 博士後期課程の修了には、３年以上在学し、専攻の授業科目について次の表に定

める所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士の学位論文を提出し、

その審査及び試験に合格しなければならない。ただし、在学期間（生命健康科学研究科

博士後期課程を除く。）に関しては、優れた研究業績を上げた者については、１年（前条

ただし書の規定による在学期間１年をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者は

２年）以上在学すれば足りるものとする。 

研 究 科 名 単 位 数 

工学研究科 ８ 

経営情報学研究科 ２４ 

国際人間学研究科 ８ 

応用生物学研究科 ８ 

生命健康科学研究科 １２ 

２ 生命健康科学研究科博士後期課程において優れた研究業績を上げた者の在学期間に関

しては、２年以上在学すれば足りるものとする。 

３ 第 10 条第２項及び第 10 条の２第２項の規定により修得した単位については、合せて

10 単位を超えない範囲で第１項に定める単位に算入することができる。 

第 13 条 各履修授業科目の単位修得の認定は、筆記若しくは口頭試験又は研究報告による

ものとし、毎学期又は毎学年末に行うものとする。 
２ 授業科目の単位修得に係る成績評価に関する事項は、別に定める。 
第 14 条 試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者につき学位論文を中

心として、これに関連のある科目について筆記又は口頭により行うものとする。 
第 15 条 学位論文は、一部作成し、専攻の研究指導担当教授を通じて指定の期間内に所属

する研究科の研究科長に提出しなければならない。 
第 16条 学位論文の審査及び試験については、各研究科委員会が審査委員会を設けて行う。 



7 

 
  第６章 学位及びその授与 
第 17 条 第 11 条の規定に基づき、修士課程又は博士前期課程の修了要件を充足した者に

は、学長は、各研究科委員会の議を経て、修士の学位を授与する。 
２ 第 12 条の規定に基づき、博士後期課程の修了要件を充足した者には、学長は、当該研

究科委員会の議を経て、博士の学位を授与する。 
３ 修士及び博士の学位は、専攻分野により次のとおりとする。 

工学研究科     博士前期課程 修士（工学） 
          修士課程 修士（工学） 
経営情報学研究科  博士前期課程 修士（経営情報学) 
                   修士課程 修士（経営学) 
国際人間学研究科  博士前期課程 

国際関係学専攻 修士（国際関係学） 
言語文化専攻 修士（言語文化学） 
心理学専攻 修士（心理学） 

             歴史学・地理学専攻 修士（歴史学） 
                       修士（地理学） 

応用生物学研究科  博士前期課程 修士（応用生物学） 
生命健康科学研究科 博士前期課程 
           生命医科学専攻 修士（生命医科学） 
          修士課程 
           看護学専攻 修士（看護学） 
           リハビリテーション学専攻 修士（リハビリテーション学） 
教育学研究科    修士課程 修士（教育学） 
工学研究科     博士後期課程 博士（工学) 
経営情報学研究科  博士後期課程 博士（経営情報学) 
国際人間学研究科  博士後期課程 

国際関係学専攻 博士（国際関係学） 
言語文化専攻 博士（言語文化学） 
心理学専攻 博士（心理学） 
歴史学・地理学専攻 博士（歴史学） 
          博士（地理学） 

  応用生物学研究科  博士後期課程 博士（応用生物学） 
  生命健康科学研究科 博士後期課程 博士（生命医科学） 
４ 学位の授与に関しては、中部大学学位規程(昭和 46 年４月１日制定)の定めるところに

よる。 
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第 18 条 前条第２項に定める者のほか、大学院研究科に論文を提出して、博士論文の審査

及び試験に合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認

された者にも当該研究科委員会の審査を経て中部大学学位規程の定めるところにより、

学長は、博士の学位を授与することができる。 
 
  第７章 入学・休学・復学・退学・留学及び最長在学年数 
第 19 条 入学の時期は、学年の始めとする。再入学の場合も同様とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、研究科の定めるところにより、学年の途中においても、学

期の区分に従い、入学させることができる。 
第 20 条 修士課程又は博士前期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当 
 する者とする。 

(1)  学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第 83 条の大学を卒業し

た者 
(2)  法第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与された者 
(3)  外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 
(4)  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 
(5)  我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了した者 
(6)  専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が別に

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣

が定める日以後に修了した者 
(7)  文部科学大臣の指定した者 
(8)  法第 102 条第２項の規定により他の大学院に入学した者で、その後本学大学院にお

いて、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 
(9)  本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、22 歳に達したもの 
第 20 条の２ 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、修士課程又は博士

前期課程に入学することができる。 
(1)  大学に３年以上在学した者であって、本学大学院において、所定の単位を優秀な成

績で修得したと認めた者 
(2)  外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者で、本学大学院において、

所定の単位を優秀な成績で修得したと認めた者 
(3)  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより
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当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了した者で、本学大学院において、所

定の単位を優秀な成績で修得したと認めた者 
(4)  我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの   

当該課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得した

ものと認めた者 
第 21 条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1)  修士の学位又は法第 104 条の規定により専門職大学院の課程を修了した者に授与さ

れる学位（以下「専門職学位」という。）を有する者 
(2)  外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
(3)  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
(4)  我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
(5)  外国の学校、前号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、

大学院設置基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士

の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 
(6)  文部科学大臣の指定した者 
(7)  本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有

する者と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの 
第 22 条 入学志願者は、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて、所定の期日までに願

い出なければならない。 
２ 入学志願の手続に関する事項は、別に定める。 
第 23 条 入学志願者に対しては、学力検査及び健康診断並びに出身大学長の提出する調査

書の成績等を総合して、入学者を選考する。 
２ 入学者選考に関する事項は、別に定める。 
第 24 条 前条によって入学を許可された者は、指定の期日までに所定の誓約書に入学料及

び必要書類を添えて入学手続をとらなければならない。 
第 25 条 病気その他やむを得ない理由により、２か月以上修学できないときは、理由書を

添えて学長に願い出て、許可を得て休学することができる。 
２ 休学の期間は、１か年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、許可を得て延

長することができる。 
３ 休学できる期間は、通算して修士課程又は博士前期課程にあっては２年、博士後期課

程にあっては３年を超えることはできない。 
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４ 休学期間は、第 31 条に規定する在学年数に算入しない。 
第 26 条 病気その他の理由により修学することが適当でないと認められた者に対しては、

休学を命ずることができる。 
第 27 条 前２条の場合において、休学の理由が消滅した場合には、遅滞なく復学願を提出

しなければならない。 
第 28 条 病気その他の理由により退学しようとする者は、学長に願い出て許可を得なけれ

ばならない。 
第 29 条 退学した者が、再入学を願い出た場合は、学長は、研究科委員会の議を経て、こ

れを許可することができる。  
第 30 条 大学院が教育上有益と認めるときに限り、外国の大学の大学院(これに相当する教

育研究機関を含む。以下同じ。) との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て当該大学

の大学院に留学することができる。 
２ 第 10 条第２項、第３項及び第４項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 
第 31 条 大学院における最長在学年数は、修士課程及び博士前期課程にあっては４年、博

士後期課程にあっては６年とする。 
第 31 条の２ 次の各号の一に該当する者は、これを除籍する。 

(1)  第 31 条に規定する在学期間を超えた者 
(2)  第 25 条第３項に規定する休学期間を超えた者 
(3)  休学期間が終っても所定の手続をしない者 
(4)  死亡した者 
(5)  授業料納付の義務を怠り、督促しても納付しない者 

第 31 条の３ 前条第５号の規定による除籍者については、本人の願い出により、学長は、

研究科委員会の議を経て、再入学させることができる。 
 
  第７章の２ 研究生及び聴講生 
第 32 条 大学院において、特定事項について研究することを志願する者があるときは、教

育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。 
２ 研究生を志願することのできる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学

力があると認められた者とする。 
３ 研究期間は、１年以内とする。ただし、研究期間が満了しても引き続き研究すること

を志願する者は、当初の研究期間を含め２年を超えない範囲において、その期間を延長

することができるものとする。 
第 33 条 研究料の額は、１か月 27,500 円とし、指定の期日までに納付しなければならな

い。 
第 34 条 検定料の額は、35,000 円とし、出願するときに納付しなければならない。 
第 35 条 既納の研究料及び検定料は、理由のいかんを問わず返付しない。 
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第 36 条 大学院の授業科目のうち特定の科目を聴講することを願い出た者はあるときは、

大学院の学生の修学を妨げない場合に限り、選考の上、聴講生として許可することがで

きる。 
２ 聴講生については、別に定める。 
 
  第８章 特別聴講学生及び特別研究学生 
第 37 条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院に在学中の学生で、大学院の授業科目

の履修を希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、選考の上、特別聴講

学生として入学を許可する。 
２ 特別聴講学生については、別に定める。 
第 37 条の２ 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院に在学中の学生で、本大学院にお

いて研究指導を希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、選考の上、特別

研究学生として入学を許可する。 
２ 特別研究学生については、別に定める。 
 
  第８章の２ 科目等履修生 
第 37 条の３ 大学院の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を履修し、単位を修得しよ

うとする者がある場合、研究科において適当と認めたときは、選考の上、科目等履修生

として入学を許可することができる。 
第 37 条の４ 科目等履修生を志願することのできる者は、第 20 条に規定する入学資格を

有する者とする。 
第 37条の５ 科目等履修生の入学の時期は、当該授業科目の授業を行う学期の始めとする。 
第 37 条の６ 科目等履修生の授業料の額は、１単位につき 10,000 円とし、指定の期日ま

でに納付しなければならない。 
２ 検定料の額は、5,000 円とし、願い出と同時に納付しなければならない。 
３ 既納の授業料及び検定料は、理由のいかんを問わず返付しない。 
第 37 条の７ その他科目等履修生に対しては、大学院の学生に関する規定を準用する。 
 
  第９章 授業料、入学料及び検定料 
第 38 条 大学院の授業料、入学料及び検定料の額は、次の表のとおりとする。ただし、修

士課程及び博士前期課程２年又は博士後期課程３年の標準修業年限を超えて在学する者

及び私費外国人留学生の授業料の額については、別に定めることができる。 

区分 

修士課程又は 

博士前期課程 
博士後期課程 

計 

１年次 ２年次 １年次 ２年次 ３年次 
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授業料 工学研究科 
(円) 

550,000 

(円) 

560,000 

(円) 

560,000 

(円) 

560,000 

(円) 

560,000 

(円) 

 2,790,000 

 経営情報学

研究科 
340,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,740,000 

 国際人間学

研究科 
340,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,740,000 

応用生物学

研究科  
 550,000  560,000  560,000  560,000  560,000  2,790,000 

生命健康科

学研究科 
550,000 560,000  560,000  560,000  560,000  2,790,000 

教育学研究

科 
340,000 350,000 ― ― ― 690,000 

入学料 100,000円 

検定料 35,000円 

２ 第９条第５項により、計画的な履修を認められた長期履修学生の授業料の額について

は、前項の定めにかかわらず、標準修業年限までの各々の合計額を履修年数で除した額

とする。なお、各年次の授業料の額については、別に定める。 
第 39 条 授業料の納付は、各年次に係る授業料について、春学期及び秋学期の２期に区分

して行うものとし、それぞれの期において納付する額は、年額の２分の１に相当する額

とする。 
２ 前項の授業料は、春学期にあっては４月１日から 10 日、秋学期にあっては 10 月１日

から 10 日までに納付しなければならない。ただし、新たに入学を許可された者は、指定

の期日までに春学期の授業料を納付しなければならない。 
第 39 条の２ 春学期又は秋学期の全期間を休学する者のその期の授業料は、納付を免除す

る。ただし、別に定める在籍料を指定の期日までに納付しなければならない。 
第 40 条 秋学期の納付の時期前に退学する者の納付する授業料の額は、授業料の年額の２

分の１に相当する額とする。 
第 41 条 経済的な理由により納付が困難な者については、その者の申請に基づいて、当該

年度を超えない期間内で納付を猶予することができる。 
第 42 条 入学料は、入学するときに納付しなければならない。ただし、再入学する者その

他別に定める者については、入学料の納付を免除する。 
２ 検定料は、入学又は再入学を出願するときに納付しなければならない。 
３ 既納の授業料、入学料及び検定料は、返付しない。ただし、入学手続時に納付された

授業料の取扱いについては、別に定めることができる。 
 

第９章の２ 賞罰 
第 42 条の２ 学生として表彰に価する行為があったときには、学長は、研究科委員会の議
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を経て、これを表彰することがある。 
第 42 条の３ 学生が本学の定める諸規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為が

あったときは、学長は、研究科委員会の議を経て、これを懲戒する。 
２ 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 
３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行うことができる。 

(1)  性行不良で、改善の見込みがないと認められた者 
(2)  学力劣等で、成業の見込みがないと認められた者 
(3)  正当な理由がなくて、欠席が長期にわたる者 
(4)  本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４ 懲戒の手続に関する事項は、別に定める 
 
  第 10 章 教員組織 
第 43 条 大学院の授業及び研究指導は、本学の教授、准教授、講師及び助教のうちから担

当を命ぜられた者が行う。 
２ 前項のほか、必要な場合には、兼任の教授、准教授、講師及び助教に委嘱して授業を

担当させることができる。 
 
  第 11 章 運営組織 
第 44 条 各研究科に研究科長を置く。 
第 45 条 各研究科に研究科委員会を置く。 
第 46 条 研究科委員会は、大学院研究指導担当教授をもって組織する。 
２ 前項の組織には、審議事項に応じ、大学院講義担当の教授、准教授、講師及び助教を

加えることができる。 
第 47 条 研究科委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、学長が決定を行うに当たり意

見を述べるものとする。 
(1)  学生の入学、課程の修了に関する事項 
(2)  学位の授与に関する事項 
(3)  前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見 

を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 
２ 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する事項について審議し、

及び学長の求めに応じ、意見を述べることができるものとする。 
第 48 条 大学院に関する重要事項については、中部大学協議会において審議する。 
 
  第 12 章 雑則 
第 49 条 この学則の施行に関し必要な事項は、施行細則で定める。 
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   附 則 
 この学則は、昭和 46 年４月１日から施行する。 
＜昭和 48 年４月１日から平成４年 10 月 13 日までの改正附則は省略＞ 

 
   附 則 
１ この学則は、平成５年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成６年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第８条別表にかかわらず、

なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
この学則は、平成７年２月 28 日から施行し、平成６年８月 10 日から適用する。 

 
   附 則 
１ この学則は、平成７年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第８条別表にかかわらず、

なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
４ 平成７年度入学の選考にかかる検定料の額は、改正後の第 35 条及び第 38 条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成８年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第８条別表にかかわらず、

なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
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１ この学則は、平成９年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の額による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成９年５月７日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第８条別表にかかわらず、

なお従前の例による。 
   附 則 
１ この学則は、平成 10 年４月１日から施行する。 
２ 平成９年度以前に経営情報学研究科経営情報学専攻修士課程に入学した者については、

改正後の第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第８条別表にかかわらず、

なお従前の例による。 
４ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の額による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成 11 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第８条別表にかかわらず、

なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の額による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成 12 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の第８条別表にかかわらず、

なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の額による。ただし、改正後の第 38 条の規定による授業料の額との

均衡を図るため、その額から 150,000 円を減免するものとする。 
   

 附 則 
この学則は、平成 12 年９月 26 日から施行し、平成 12 年４月１日から適用する。 

   附 則 
１ この学則は、平成 13 年４月１日から施行する。 
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２ 平成 12年度以前に国際関係学研究科国際関係学専攻修士課程に入学した者については、

改正後の第３条、第４条、第６条、第 10 条第５項、第 11 条、第 17 条第１項、第 17 条

第３項、第 25 条第３項及び第 31 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表(第８条関係)にかかわら

ず、なお従前の例による。 
４ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の額による。 
   附 則 

この学則は、平成 13 年５月 22 日から施行し、平成 13 年１月６日から適用する。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成 14 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表(第８条関係)にかかわら

ず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の額による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成 15 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表(第８条関係)にかかわら

ず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 工学研究科工業物理学専攻は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成１６年３月

３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものと

し、当該専攻に係る適用規定は、なお従前の例による。 
３ 国際関係学研究科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成１６年３月３１日に

当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、

当該研究科に係る適用規定は、なお従前の例による。 
４ 工学研究科電気工学専攻は、改正後の第 6 条の規定にかかわらず、平成 16 年 3 月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、

当該専攻に係る適用規定は、なお従前の例による。 
５ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表（第８条関係）にかか

わらず、なお従前の例による。 
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   附 則 
 この学則は、平成 16 年 12 月 20 日から施行し、平成 16 年 12 月１日から適用する。 
 
   附 則 
 この学則は、平成 17 年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この学則は、平成 17 年５月 24 日から施行し、平成 17 年４月１日から適用する。 
 

附 則 
 この学則は、平成 17 年 10 月 14 日から施行し、平成 17 年 10 月１日から適用する。 
 

附 則 
 この学則は、平成 17 年 10 月 21 日から施行し、平成 17 年９月９日から適用する。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成 18 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表（第８条関係）にかか

わらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成 19 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
 この学則は、平成 19 年 12 月 26 日から施行する。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成 20 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
 この学則は、平成 21 年１月 21 日から施行する。 
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   附 則 
１ この学則は、平成 21 年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
    

附 則 
  この学則は、平成２２年６月１６日から施行する。 
 
   附 則 
１ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
    附 則 
１ この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 
２ 改正後の第９条の２第２項の幼稚園教諭専修免許状に係る規定は、平成２５年４月１

日から施行する。 
３ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
 
  附 則 
１ この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか
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かわらず、なお従前の例による。 
 
  附 則 
１ この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ この学則施行の際、現に在学する者については、改正後の別表２（第８条関係）にか

かわらず、なお従前の例による。 
３ この学則施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第 38 条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
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別表１(第６条第２項関係) 

教育研究上の目的 
 

研究科・専攻 教育研究上の目的 

工学研究科 人間形成に必要な教養、普遍的な幅広い基礎知識、専門知識並
びにその応用力を修得し、時代の要請に応え、さらに時代を先取
りする工学的技術開発とそれを支える基礎学理の教育研究を行っ
て、発想を具現化するための複眼的な論理思考法を訓練する。そ
れにより、地域社会から国際社会において幅広く柔軟に活躍でき
る能力を身に付け、開拓者精神が旺盛で心身共に健全な技術者の
育成を行い、有能な人間の育成と研究成果を通じて社会に貢献す
ることを目的とする。 
 博士前期課程では、技術・研究開発においてプロジェクトをリ
ードし、工学的技術とその基礎学理を維持発展させる能力のある
高度な技術者の育成を主目的とする。 
 博士後期課程では、技術・研究開発において新しい知見を見出
し、新たな工学的技術とその基礎学理を創造的に発展させる能力
のある最高度の技術者、研究者及び教育者の育成を目的とする。 

 機械工学専攻  数学と物理学を基礎とし、知能化により人類の活動を時間的に
も空間的にも飛躍的に広げる各種機械並びにシステムを設計・製
作・評価・管理する学術分野の教育研究を行い、主として応用力
学、環境・エネルギー学、材料強度学、精密工学の領域の知識・
能力を修得した有能な人間を育成する。 

電気電子工学専攻 電気・電子・情報通信工学を基盤とする学術分野における教育
研究を行い、主として電力・エネルギー、電気機器・制御情報、
電子物性・デバイスおよび電子・情報工学の領域における基礎学
理を研鑽し、時代を先取りした応用開発力のある有能な人間を育
成する。 

建設工学専攻  土木工学と建築学を基盤として、人間が生活する上で安心・安
全な社会基盤と心豊かで快適な建築の環境を整備し、かつ、持続
的発展可能な地球環境の開発・保全に関する分野の教育研究を行
い、主として土木工学領域（構造工学系、コンクリート工学系、
水工学系、地盤工学系、土木計画系）と建築学領域（建築構造学
系、建築材料学系、建築環境・設備工学系、建築計画系、都市計
画系、建築デザイン系、建築史・意匠系）の２領域１２系の知識・
能力を修得した有能な人間を育成する。 

応用化学専攻 化学の基礎知識、専門知識をより深め、かつ、幅を広げ、それ
らの応用力を身に付けるとともに、先進的な化学技術者に必要な
技術・研究開発能力を養い、地域社会、国、さらには地球的規模
における責任を自覚して、産業界をはじめとする社会に貢献する
教育研究を行って、主として有機材料化学、機能材料、物理化学、
有機合成化学及び化学工学の領域の知識・能力を修得した有能な
人間を育成する。 

情報工学専攻 情報工学分野に関する基礎知識・理解力を基盤として、当該分
野に関する高度な専門的知識と柔軟な問題解決能力、さらに将来
国際的に通用する情報技術者・研究者となるための国際的素養を
身に付けさせる教育研究を行い、主として情報通信、メディア情
報、知能情報及び計算工学の４領域の知識・能力を修得した有能
な人間を育成する。 
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 創造エネルギー理
工学専攻 

 生活圏宇宙（地球及び地球周辺から太陽を含んだ近宇宙）の科
学を基礎とし、それを応用するための空間情報技術の素養を修得
し、それらを利用・活用した新しい省エネルギー、超伝導直流送
電、次世代エネルギーに関する分野の教育研究を行い、主として
空間情報系、エネルギー科学系領域の知識・能力を修得した国際
的な視野を持つ有能な人間を育成する。 

経営情報学研究科 経営学・会計学・情報科学及び関連諸専門領域における研究活
動とともに、これらの専門領域にまたがる学際的な研究活動を展
開する。そして、それらの研究成果を社会に提供するとともに、
豊かな教養、自立心、公益意識をもち、広く国際的視野から物事
を考え、上記の専門領域に関わる高度の学識・技術を身に付けた
専門職業人及び教育者、研究者となる人間を育成することを通じ
て社会に貢献する。 
博士課程前期（修士課程）では、上記の教育研究目的に沿い、

経営学・会計学・情報科学に関する学識・技術を身に付けた専門
職業人の育成に主眼を置く。 
博士課程後期では、上記の教育研究目的に沿い、経営学・会計

学・情報科学に関する高度の学識・技術を身に付け、社会に役立
つ新たな知の創造を実現する教育者、研究者となる人間の育成に
主眼を置く。 

 経営情報学専攻 上記の教育研究目的に沿った研究活動を背景に、経営学・会計
学・情報科学及び関連専門領域のいずれかに重点を置く高度の学
識・技術を身に付け、さまざまな経済活動の効果的な実践に貢献
する専門職業人、及び、そうした効果的な経済活動を支援する新
たな知の創造に取り組む教育者、研究者となる人間を育成する。 

経営学専攻 経営学及び関連専門領域に関する実践的理解を身に付けた以下
の３つのタイプのリーダーとなる人間を育成する。 
１．技術をベースとしたベンチャー企業を創設し発展に導くリー
ダー。 

２．技術をベースとした社内ベンチャーを興し発展に導くリーダ
ー。 

３．技術を活用して企業又は企業活動の仕組みを革新するリーダ
ー。 

国際人間学研究科 人文系諸科学と社会系諸科学に架橋をかけて、人間と文化、民
族と国家の研究のフロンティアを拡大し、グローカルな諸問題に
挑戦できる知的創造的研究及びさまざまな現場から広く社会貢献
を目指した実践的研究ができる人間を育成し、研究成果を通して
社会に貢献することを目的とする。 
博士前期課程では、地域社会の発展に貢献し、国際競争力を有

する高度専門職業人・知識人を育成する。 
博士後期課程では、地域社会の発展に貢献し、国際的指導力を

有する教育研究者・知識人を育成する。 
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 国際関係学専攻 政治学、経済学、社会学、人類学などを基盤として、理論と現
場感覚、思考力と応用力のバランスを取って、同時代的な社会開
発の課題に取り組むことのできる国際人、知的文化人、高度専門
職業人及び教育研究者を育成することを目標とし、次の２領域を
主要な分野とする。 
１．「よりよい統治とは何か」を考える政策科学の基礎を掘り下
げ、国際的な政治経済開発、国際協力、平和、人権、地球環境
等を中心とした国際経済研究の領域。 

２．人類文化・社会の多様性を究明するとともに、そこに内在す
る普遍と特殊、民族や国家の社会文化的個性を明らかにし、人
類文化の総体的な理解を目指す領域。 

言語文化専攻 言語・文化を基礎とする複合的な教育研究を行い、有為な人間
の育成及び多方面の研究を通じて、社会への貢献を目的とし、次
の３領域を主要な分野とする。 
１．複眼的な視点と国際的な視野を養い、実践的なメディア特性
にも通じた情報発信・受信の理論構築の能力を身に付けさせ、
ますます多様化する高度情報社会におけるジャーナリストとし
て通用する人間の育成を目標とする領域。 

２．英語そのものに対する理解を深める英語学、英語話者の文化
的な側面に焦点を当てた文化学、英語教授法を扱う応用言語学
の研究を通じて、高度な知識と教授技能を持った、職業人・教
育者・研究者の育成を目標とする領域。 

３．日本語学・日本文学・日本文化の専門性を深めながら、相互
に関連した教育研究を行って、学際的な視野を持った人間の育
成を目標とする領域。 

心理学専攻 教育心理学、認知心理学、学習心理学、知覚心理学などに関す
る分野並びに臨床心理学、障害者心理学、カウンセリングなどの
治療教育、適応行動に関する分野の教育研究を通じて、社会に貢
献することを目的とする。学校心理学を専門とする高度専門職業
人・知識人として学校現場でその能力を発揮できる人間並びに教
育研究者を育成する。 

 歴史学・地理学専
攻 

歴史学と地理学を教育研究上のディシプリンの両軸とし、時間
的意識と空間的意識を統合した知識と教養の修得を目指す。歴史
学を主専攻とする者は地理学を副専攻として研究し、地理学を主
専攻とする者は歴史学を副専攻として研究することを奨励し、グ
ローバリゼーションとローカリゼーションが同時進行する現代社
会の歴史進行を的確に判断できる人材、グローバルに考えローカ
ルに行動できる高度専門職業人並びに教育研究者を育成する。 
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応用生物学研究科 バイオサイエンス・バイオテクノロジーを基盤とする複合的な

学術領域における教育研究を行い、有能な人間の育成及び研究を
通じて社会に貢献することを目的とする。 
博士前期課程においては、下記の領域に関して特に先端科学技

術を実験・演習を通じて教育し、もって応用生物学分野とりわけ
生命分子化学、環境生物学並びに食品科学を基盤とした高度の専
門職業人を育成することを主目的とする。 

博士後期課程においては、「生命・食・環境」の分野で最先端領
域の研究実践を通じて指導的な教育研究者、最高度の技術者・開
発技術者を育成することを目的とする。 

 応用生物学専攻 研究科における教育研究は、次の３領域を主要な分野として行
う。 
１．バイオサイエンス・バイオテクノロジーが展開させてきた基

盤的な研究方法や技術領域を創造的に継承発展させ、多様な生
物機能の選択的な利活用を図る分野を、生命倫理、生物産業倫
理の涵養を含めて教育研究する基盤生命科学領域。 

２．環境の変化が人間の生活に及ぼす負の影響を予測・予防する
ことを目指し、環境の遺伝子レベルから個体、集団レベルまで
の動態解析を基盤とし、多様な生物機能を活用して環境の保
全・修復及び循環型社会の構築に係わる分野を、環境倫理の涵
養を含めて教育研究する環境生物科学領域。 

３．生命科学研究や産業技術開発の成果を、多様な食品の製造、
消費過程の改善、改良に適応し、食の安全・安心を追求し、ま
た、健康増進を目指した新たな栄養科学の展開を図る分野を、
食の倫理の涵養を含めて教育研究する食品栄養科学領域。 
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生命健康科学研究科 生命科学に立脚して人間の健康を、保健・衛生学、医学、看護

学、医療技術学、工学、農学、理学、薬学の学識・技術を集学的
に組み入れて、特に２１世紀型の疾患に対する「予防」と「QOL
向上」に焦点を絞って追求することを教育研究の基本理念とし，
この基本理念のもとで課題の解決に当たる総合力豊かな実践的な
教育・研究・技術者／高度専門職業人及び医療人を育成すること
を目的とする。 

博士前期課程（修士課程）では、予防の視点を踏まえた高い専
門性と総合性を備えた高度専門職業人の育成を主目的とする。 
博士後期課程では、現代病の予防の実現を目指す教育・研究者

の育成を目的とする。 
 生命医科学専攻 広範囲の学問領域（保健・衛生学、医学、看護学、工学、農学、

理学）の複合領域として先端のバイオ技術と医用工学技術を駆使
し，科学的根拠に立脚した「予防」の為の新規の方策を看護学専
攻とも連携共同して追求するとともに、これらの専門性を基盤で
支える学際的で幅広い総合力を育成することを通じて，健康社会
実現を推進する実践的かつ指導的な教育・研究・技術者／高度専
門職業人を育成する。本専攻における教育研究は，次の３領域を
主要な分野として行うが，それぞれの領域を共有する教育研究を
積極的に進めて行く。 
１． バイオサイエンス・バイオ技術を深く学び，バイオ技術を駆

使して生命医科学、創薬科学及び分子病態学の関わる分野を，
生命倫理や社会倫理の涵養を含めて教育研究する基盤病態医
科学領域 

２． 環境衛生学、免疫学や感染症制御学に関わる分野を、ESD（持
続可能な発展の為の教育）の精神を踏まえ、科学的根拠に立
脚した予防学の確立を目指して教育研究する環境予防医科学
領域 

３． 生命医科学、医療技術学と医用工学の成果を新しい医療の開
発に直結させ、健康増進を目指した新しい研究分野を，医の
倫理の涵養を含めて教育研究する生命医用技術学領域 
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 看護学専攻 少子高齢社会における医療の諸問題を「予防」と「QOL 向上」
の視点で捉えて看護学に関する学術の理論及び科学的思考力、研
究能力、実践能力を備えた指導的な役割を果たすことができる特
定領域看護学の研究・教育・EBN実践者及び高度看護専門職として
の看護管理者／組織リーダーを育成する。 
 本専攻における教育研究は、次の３領域を主要な分野として進
める。 
１．総合看護学領域：看護教育制度、災害看護、看護倫理等にか
かわる課題を教育研究する看護学教育分野、組織のリーダーと
して看護の質向上並びに組織の活性化を目指した課題を教育研
究する看護管理学分野で構成する。 

２．生活支援看護学領域：この領域は３つの分野からなり、それ
ぞれが、現代の医療・看護の問題を「予防」「QOL」の視点で捉
えて教育研究を進める。３つの分野は、施設・在宅で療養する
成人・高齢者及び家族の支援に関わる課題を教育研究する療養
支援看護学、病院・地域における精神障害者と家族の支援に関
わる課題を教育研究する精神看護学分野、地域の健康問題並び
に地域ケアシステム、産業保健に関する健康問題を教育研究す
る地域保健看護学分野とで構成する。 

３．発達看護学領域：慢性疾患をもつ小児の QOL の向上、療養生
活を支える看護、家族への支援に関わる課題を教育研究する小
児看護学分野、女性の QOL の向上、家族のリプロダクティブ・
ヘルス・ケアを支援する看護に関わる課題を教育研究する母性
看護学分野で構成する。 

リハビリテーシ

ョン学専攻 

 複雑化、高度化した保健・医療の現場で的確に対応できる幅広
い高度な専門知識・技術を持ち、科学的な根拠に基づく「ＱＯＬ
向上」「予防重視」「健康増進」「疾病からの回復」の視点を踏まえ
たリハビリテーション医療を牽引できる高い専門性と総合力を備
えた質の高い高度専門職（理学療法士及び作業療法士）を育成す
る。 
 本専攻における教育研究は、次の２領域を主な分野として行う。 
１．リハビリテーション基礎学領域：リハビリテーションの科学
的基盤（特に痛みと生体反応）に関する分野で構成する。 

２．リハビリテーション療法学領域・高度で実践的な理学療法学・
作業療法学等に係るリハビリテーションの療法に関する分野で
構成する。 
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教育学研究科 教育学・保育学、教育心理学、教科教育学を基盤とする複合的

な学術領域における次世代教育等の教育研究を行うことを基本理
念とし、主に幼児期・児童期における人格形成基盤を体系的に支
援することのできる高度な専門的知識・能力を持つ教育・研究者
／高度専門職業人を育成することを目的とする。 

 教育学専攻 
 教育学・保育学、教育心理学、教科教育学の領域を主要な分野
として、「次世代教育」取り分け幼児期・児童期における人格形成
基盤を体系的に支援する教育学の専門領域における教育・研究を
目指す高度な教育専門職／教育学に関する学術の理論、次の３領
域の基幹科目で研究能力を、それらの専門科目で実践能力を備え、
保育や教育の現場で指導的な役割を果たすことのできる高度専門
職業人を育成する。 
本専攻における教育研究は、次の３領域を主要な分野として行

うが、主として基幹科目で研究能力を、専門科目で実践能力を養
成することを目的とする。 
１．教育学・保育学領域：教育方法学、教育史学、幼児教育学の
基幹科目で学術的な研究能力を修得し、専門科目の教育史学特
論で学級経営実践史、学校教育学特論でスクールマネジメント、
比較幼児教育特論で世界の幼児教育、保育学特論で保育実践等
の実践能力を修得する。 

２．教育心理学領域：教育心理学、発達心理学、障害者（児）心
理学の基幹科目で学術的な研究能力を修得し、専門科目の教育
心理学研究法特論でデータ解析の基礎、社会心理学特論で調査
法・実験法、教育相談学特論でカウンセリングマインド、異文
化心理学特論で異文化理解等の実践能力を修得する。 

３．教科教育学領域：社会科教育学、算数・数学教育学、体育・
健康教育学、国語教育、科学教育の基幹科目で学術的な研究能
力を修得し、専門科目の特別支援教育特論で障害児教育の実践
的資質、教育マネジメント特論で地域との連携法やカリキュラ
ム編成力、発達障害児支援特論で発達支援力の実践を修得する。 
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別表２(第８条関係)  授業科目及び単位数 
 
工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単
位
数 

備   考 

特
別
研
究 

設計工学特別研究Ａ 

設計工学特別研究Ｂ 

設計工学特別研究Ｃ 

設計工学特別研究Ｄ 

エネルギー工学特別研究Ａ  

エネルギー工学特別研究Ｂ 

エネルギー工学特別研究Ｃ 

エネルギー工学特別研究Ｄ 

生産工学特別研究Ａ 

生産工学特別研究Ｂ 

生産工学特別研究Ｃ 

生産工学特別研究Ｄ 

精密工学特別研究Ａ  

精密工学特別研究Ｂ 

精密工学特別研究Ｃ 

精密工学特別研究Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

   指導教授の指導の

もと各特別研究Ａ、Ｂ

を含め30単位以上修

得すること。 

選 
 

 
 

 

択 
弾性力学 

計算力学  

熱工学  

波動工学 

流体力学 

材料強度学 

機械材料学  

機械加工学 

エネルギー工学  

精密工学 

機械加工システム  

機械制御工学 

現代制御理論 

ディジタル制御論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

22単位以上修

得すること。 
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研
究
科
共
通 

ナノテクノロジー概論 

高速現象と可視化技術 

工業数学特別講義 

情報数理工学特別講義 

原子力工学特別講義 

技術英語特別講義Ａ 

技術英語特別講義Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

 



29 

工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程 
                       （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

 

機械工学特別研究Ａ 

機械工学特別研究Ｂ 

④ 

④ 指導教授の指導のもとに、必修科目を

含め８単位以上修得し、かつ、必要な研

究指導を受けた上、博士論文を提出し、

その審査及び試験に合格すること。 

研
究
科
共
通 

先端工学特論 ２ 
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工学研究科 電気電子工学専攻 博士前期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

特
別
研
究 

電気電子工学研究指導Ａ 

電気電子工学研究指導Ｂ 

電気電子工学研究指導Ｃ 

電気電子工学研究指導Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 指導教授の指導の

もと特別研究Ａ、Ｂを

含め、30単位以上修

得すること。 

科
目
群
Ａ 

放電現象特論 

電磁プラズマ工学特論 

電力工学特論 

超伝導工学特論 

固体物性特論 

電気電子材料特論 

物性デバイス特論 

電子光変換技術特論 

電子デバイス特論 

固体量子物理特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

科目群Ａから４

単位、かつ科目

群Ｂから４単位を

含め、22単位以

上修得すること。 

科
目
群
Ｂ 

電気エネルギー変換機器特論Ａ 

電気エネルギー変換機器特論Ｂ 

システム制御特論 

パワーエレクトロニクス特論 

コンピュータ応用特論Ａ 

コンピュータ応用特論Ｂ 

分析科学特論 

回路工学特論 

計算機プログラミング特論 

メディア情報処理特論 

人工知能特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

研
究
科
共
通 

ナノテクノロジー概論 

高速現象と可視化技術 

工業数学特別講義 

情報数理工学特別講義 

原子力工学特別講義 

技術英語特別講義Ａ  

技術英語特別講義Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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工学研究科 電気電子工学専攻 博士後期課程 
                       （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

 

電気電子工学特別研究Ａ 

電気電子工学特別研究Ｂ 

④ 

④ 指導教授の指導のもとに、必修科目

を含め８単位以上修得し、かつ、必要な

研究指導を受けた上、博士論文を提出

し、その審査及び試験に合格すること。 

研
究
科
共
通 

先端工学特論 ２ 
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工学研究科 建設工学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

土
木
工
学
講
座 

 

特
別
研
究 

土木工学特別研究Ａ 

土木工学特別研究Ｂ 

土木工学特別研究Ｃ 

土木工学特別研究Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 
 

・土木工学講座 

 指導教授の指導のも

と特別研究Ａ、Ｂを含

め、30単位以上修得

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築学講座 

指導教授の指導の

もと特別研究Ａ、Ｂを

含め、30単位以上修

得すること。 

専
門
科
目 

構造工学特論Ａ 

鉄筋コンクリート構造特論 

水理学特論  

地盤力学特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

講座共通、研究

科共通を含め、

22単位以上修得

すること。 

構造工学特論Ｂ 

コンクリート工学特論 

水環境工学特論 

地盤工学特論 

都市デザイン特論  

交通計画特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

建
築
学
講
座 

特
別
研
究 

建築学特別演習Ａ 

建築学特別演習Ｂ 

建築学特別演習Ｃ 

建築学特別演習Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

専
門
科
目 

耐震構造設計特論 

応用弾性学特論 

建築材料学特論 

建築施工学特論 

建築環境工学特論 

建築設備特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

講座共通、研究

科共通を含め、

22単位以上修得

すること。 

西洋建築特論 

日本建築特論 

地域施設計画特論 

建築デザイン特論 

都市計画特論 

建築計画特論 

建築デザイン演習Ａ 

建築デザイン演習Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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講
座
共
通 

数値解析学特論・演習Ａ 

数値解析学特論・演習Ｂ 

社会実習Ａ 

社会実習Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

研
究
科
共
通 

ナノテクノロジー概論 

高速現象と可視化技術 

工業数学特別講義 

情報数理工学特別講義 

原子力工学特別講義 

技術英語特別講義Ａ 

技術英語特別講義Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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工学研究科 建設工学専攻 博士後期課程 
                       （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

 

建設工学特別研究Ａ 

建設工学特別研究Ｂ 

④ 

④ 指導教授の指導のもとに、必修科目を

含め８単位以上修得し、かつ、必要な研

究指導を受けた上、博士論文を提出し、

その審査及び試験に合格すること。 

研
究
科
共
通 

先端工学特論 ２ 
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工学研究科 応用化学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

特
別
研
究 

物理化学特別研究Ａ 

物理化学特別研究Ｂ 

物理化学特別研究Ｃ 

物理化学特別研究Ｄ 

機能材料特別研究Ａ 

機能材料特別研究Ｂ 

機能材料特別研究Ｃ 

機能材料特別研究Ｄ 

有機材料化学特別研究Ａ 

有機材料化学特別研究Ｂ 

有機材料化学特別研究Ｃ 

有機材料化学特別研究Ｄ 

化学工学特別研究Ａ 

化学工学特別研究Ｂ 

化学工学特別研究Ｃ 

化学工学特別研究Ｄ 

有機合成化学特別研究Ａ 

有機合成化学特別研究Ｂ 

有機合成化学特別研究Ｃ 

有機合成化学特別研究Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

指導教授の指導

のもと各特別研究

Ａ、Ｂを含め、30単位

以上修得すること。 

選 
 

 

択 

溶液化学特論Ａ 

溶液化学特論Ｂ 

物性化学特論Ａ 

物性化学特論Ｂ 

機能材料特論Ａ 

機能材料特論Ｂ 

無機ファイン材料特論Ａ 

無機ファイン材料特論 

有機材料化学特論Ａ 

有機材料化学特論Ｂ 

材料化学特論Ａ  

材料化学特論Ｂ 

化学工学特論Ａ  

化学工学特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

22単位以上修

得すること。 
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反応工学特論Ａ 

反応工学特論Ｂ  

有機反応特論Ａ 

有機反応特論Ｂ 

有機合成化学特論Ａ 

有機合成化学特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

研
究
科
共
通 

ナノテクノロジー概論 

高速現象と可視化技術 

工業数学特別講義 

情報数理工学特別講義 

原子力工学特別講義 

技術英語特別講義Ａ 

技術英語特別講義Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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工学研究科 応用化学専攻 博士後期課程 
                     （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

 

応用化学特別研究Ａ 

応用化学特別研究Ｂ 

④ 

④ 

指導教授の指導のもと

に、必修科目を含め８単

位以上修得し、かつ、必

要な研究指導を受けた

上、博士論文を提出し、

その審査及び試験に合格

すること。 

研
究
科
共
通 

先端工学特論 ２ 
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工学研究科 情報工学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

特
別
研
究 

情報通信特別研究A 

情報通信特別研究B 

情報通信特別研究Ｃ 

情報通信特別研究Ｄ 

メディア情報特別研究A 

メディア情報特別研究B 

メディア情報特別研究Ｃ 

メディア情報特別研究Ｄ 

知能情報特別研究A 

知能情報特別研究B 

知能情報特別研究Ｃ 

知能情報特別研究Ｄ 

計算工学特別研究A 

計算工学特別研究B 

計算工学特別研究Ｃ 

計算工学特別研究Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

指導教授の指導の

もと各特別研究Ａ、Ｂ

を含め、30単位以上

修得すること。 

選 
 

 
 

択 

記号計算特論 

通信工学特論 

機械学習特論 

ニューラル情報処理特論 

情報通信方式特論 

コンピュータビジョン特論A 

コンピュータビジョン特論B 

数値解析特論A 

数値解析特論B 

情報流通システム特論 

生体情報工学特論 

知的信号処理特論 

シミュレーション工学特論A 

シミュレーション工学特論B 

バイオインフォマティックス特論 

社会実習 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 22単位以上修

得すること。 
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研
究
科
共
通 

ナノテクノロジー概論 

高速現象と可視化技術 

工業数学特別講義 

情報数理工学特別講義 

原子力工学特別講義 

技術英語特別講義A 

技術英語特別講義B 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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工学研究科 情報工学専攻 博士後期課程 
                     （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

 

情報工学特別研究Ａ 

情報工学特別研究Ｂ 

④ 

④ 

指導教授の指導のもと

に、必修科目を含め８単

位以上修得し、かつ、必

要な研究指導を受けた

上、博士論文を提出し、

その審査及び試験に合格

すること。 

研
究
科
共
通 

先端工学特論 ２ 
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 工学研究科 創造エネルギー理工学専攻 修士課程 
 （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

特
別
研
究 

特別研究A 

特別研究B 

③ 

③ 

履修の方法 

  指導教授の指導のもと

に、必修科目及び選択科

目を含めて30単位以上修

得し、かつ修士論文を提

出して、その審査及び試

験に合格すること。 

基
礎
科
目 

創造エネルギー理工学概論 

エネルギー基礎科学 

地球科学 

地球科学演習 

近宇宙科学 

② 

② 

２ 

２ 

２ 

専
門
科
目 

空
間
情
報
科
学
系 

地球環境とデジタルアース 

地球システム設計論 

空間情報システム 

空間情報解析法 

空間情報表現法 

空間情報技術応用 

空間情報プロジェクト演習 

② 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
化
学
系 

空間情報エネルギー学概論 

エネルギー・物質理工学 

エネルギー・物質理工学演習 

エネルギー変換理工学 

エネルギー変換理工学演習 

エネルギー創成理工学 

超伝導理工学 

省エネルギー低温工学 

先端エネルギー材料学 

② 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

研
究
科
共
通 

ナノテクノロジー概論 

高速現象と可視化技術 

工業数学特別講義 

情報数理工学特別講義 

原子力工学特別講義 

技術英語特別講義A 

技術英語特別講義B 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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経営情報学研究科 経営情報学専攻 博士前期課程 
       （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

基
礎
科
目 

情
報 

情報システムⅠ 

ネットワークシステムＡ 

２ 

２ 

履修の方法 

基礎科目群の３分野

（情報・会計・経営）にわ

たり各１科目２単位以上、

合計６単位以上、演習科

目８単位、合計32単位以

上修得し、かつ、必要な

研究指導を受けた上、修

士論文を提出し、その審

査及び試験に合格するこ

と。 

会
計 

財務会計Ⅰ 

会計原理Ⅰ 

２ 

２ 

経
営 

経営管理 

経営政策 

２ 

２ 

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
科
目
群 

ネットワークシステムＢ 

プログラミングＡ 

プログラミングＢ 

情報セキュリティ 

ＳＱＬとデータベース 

データ処理とシミュレーション 

パターン認識と人工知能 

グラフィックと画像処理 

エージェント機能 

e-ラーニング 

システム開発実習 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
科
目
群 

財務会計Ⅱ 

会計原理Ⅱ 

税法Ａ 

税法Ｂ 

会計情報システムⅠ 

会計情報システムⅡ 

簿記論Ａ 

簿記論Ｂ 

管理会計 

会計管理Ⅰ 

会計管理Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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ビ
ジ
ネ
ス
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
科
目
群 

経営組織 

経営行動 

金融経済論 

組織デザイン 

行動科学 

日本企業論 

近・現代日本経営史 

経済理論 

日本経済論 

財政政策 

国際経済論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 演

習
科
目 

専門実践実習Ａ 

専門実践実習Ｂ 

経営情報学演習Ａ 

経営情報学演習Ｂ 

経営情報学演習Ｃ 

経営情報学演習Ｄ 

２ 

２ 

② 

② 

② 

② 
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経営情報学研究科 経営情報学専攻 博士後期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

     授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

経営政策特論 

財務会計特論 

管理会計特論 

経営財務特論 

マーケティング特論 

経営組織特論 

人的資源管理特論 

生産管理特論 

経営学研究方法特論 

データ解析特論 

経済分析特論 

情報システム特論 

オペレーションズリサーチ特論 

シミュレーション特論 

情報メディア特論 

人工知能特論 

時系列データ処理特論 

データベース特論 

専門研究演習Ａ 

専門研究演習Ｂ 

専門研究演習Ｃ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

④ 

④ 

④ 

講義科目３科12単位以

上、専門研究演習12単

位、合計24単位以上修得

し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、博士の学

位論文を提出し、その審

査に合格すること。 
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経営情報学研究科 経営学専攻 修士課程 
       （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

基
礎
科
目
群 

経営管理 

経営政策 

会計管理Ⅰ 

経営財務Ⅰ 

マーケティングⅠ 

経営組織 

人的資源管理Ⅰ 

生産管理Ⅰ 

情報システムⅠ 

経営法務 

新技術動向 

２ 

② 

② 

② 

② 

２ 

② 

② 

２ 

２ 

② 

履修の方法 

基礎科目群から16単位

以上、経営発展科目群、

ベンチャーマネジメント科

目群及び技術マネジメン

ト科目群から16単位以上

（ベンチャーマネジメント

科目群及び技術マネジメ

ント科目群から10単位以

上を含む。）、演習科目4

単位、合計40単位以上修

得し、かつ、必要な研究

指導を受けた上、修士論

文を提出し、その審査及

び試験に合格すること。 

経
営
発
展
科
目
群 

会計管理Ⅱ 

経営財務Ⅱ 

マーケティングⅡ 

生産管理Ⅱ 

人的資源管理Ⅱ 

国際経営戦略 

消費者行動分析 

金融経済論 

物流管理 

統計学 

データ解析 

環境経営 

経済政策と企業経営 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

ベ
ン
チ
ャ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
科
目
群 

ベンチャービジネス論 

組織変革論 

中小企業の経営革新 

実践経営思想 

新規事業の財政戦略 

イノベーションと企業家精神 

人間性と生産性 

中小企業の資金調達と運用 

企業競争力強化法 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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技
術
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
科
目
群 

Ｒ＆Ｄマネジメント 

先端技術応用 

情報技術と経営 

情報システムⅡ 

ネットワークシステムＡ 

ネットワークシステムＢ 

情報技術応用 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

演
習
科
目 

経営学演習Ⅰ 

経営学演習Ⅱ 

② 

② 
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国際人間学研究科 国際関係学専攻 博士前期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

区分 授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

共
通
科
目 

研究方法論 

臨地研究論 

近代世界表象体系 

海外文献研究Ａ 

海外文献研究Ｂ 

② 

② 

２ 

２ 

２ 

履修の方法 

指導教授の指導のもと

に、必修科目を含め、計３

０単位以上修得し、かつ，

修士論文を提出し、その

審査及び試験に合格する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

国
際
政
治
経
済
研
究
コ
ー
ス 

政治経済研究特論 

国際法特論 

国際政治学特論 

国際経済学特論 

国際機構論 

応用計量経済学 

国際金融論 

国際協力論 

開発経済学特論 

国際公共政策特論 

発展途上国論 

社会開発特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国
際
社
会
文
化
研
究
コ
ー
ス 

社会文化研究特論 

文化人類学特論 

国際社会学特論 

国際ジェンダー論 

比較文明論 

比較環境論 

比較社会史論 

比較宗教論 

地域社会文化研究特論Ａ 

地域社会文化研究特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

特
別
研
究 

研究指導Ａ 

研究指導Ｂ 

研究指導Ｃ 

研究指導Ｄ 

② 

② 

② 

② 

 

 

 

 

研
究
科
共
通 

日本語論文の書き方Ⅰ 

日本語論文の書き方Ⅱ 

２ 

２ 

※修了要件に含めない 

※修了要件に含めない 
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国際人間学研究科 国際関係学専攻 博士後期課程 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

国
際
政
治
経
済
分
野 

         国際政治経済学専門研究演習Ａ 

国際政治経済学専門研究演習Ｂ 

国際政治経済学専門研究演習Ｃ 

国際政治経済学専門研究演習Ｄ 

国際政治経済学専門研究演習Ｅ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

履修の方法 

 専門研究演習8単位以

上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けた上、

博士論文を提出し、その

審査及び試験に合格する

こと。 
国
際
社
会
文
化
分
野 

国際社会文化論専門研究演習Ａ 

国際社会文化論専門研究演習Ｂ 

国際社会文化論専門研究演習Ｃ 

国際社会文化論専門研究演習Ｄ 

国際社会文化論専門研究演習Ｅ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

比
較
文
明
論
分
野 

国際比較文明論専門研究演習Ａ 

国際比較文明論専門研究演習Ｂ 

国際比較文明論専門研究演習Ｃ 

国際比較文明論専門研究演習Ｄ 

2 

2 

2 

2 
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国際人間学研究科 言語文化専攻 博士前期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

区分 授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
コ
ー
ス 

研
究
基
礎 

研究基礎Ａ（情報収集） 

研究基礎Ｂ（メディア・クリティシズム） 

② 

② 

 

 指導教授の指導のも

とに、コースの定める必

修科目を含め、計３０単

位以上を修得し、か

つ、修士論文を提出

し、その審査及び試験

に合格すること。 

 

 

現代国家・制度特論 

現代史特論 

情報産業・流通特論 

現代社会特論 

社会心理学特論 

情報技術とメディア特論 

ジャーナリズムと倫理特論 

現代の広報特論 

報道記事作成技法 

ドキュメンタリー作成技法 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

プロジェクトＡ 

プロジェクトＢ 

プロジェクトＣ 

プロジェクトＤ 

② 

② 

② 

② 

特
別
研
究 

研究指導Ａ 

研究指導Ｂ 

研究指導Ｃ 

研究指導Ｄ 

② 

② 

② 

② 

英
語
圏
言
語
文
化
コ
ー
ス 

 

応用言語学特論A 

応用言語学特論B 

応用言語学特論Ｃ 

応用言語学特論Ｄ 

英語教育法特論Ａ 

英語教育法特論Ｂ 

英語教育法特論Ｃ 

英語教育法特論Ｄ 

英語学特論Ａ 

英語学徳論Ｂ 

英語学特論Ｃ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

・英語圏言語文化コース 

指導教授の指導のも

とに、英語圏言語文化

総論A、B、C、D及び必

修科目を含め、計３０単

位以上を修得し、か

つ、修士論文を提出

し、その審査及び試験

に合格すること。 
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英語学特論Ｄ 

英語学特論Ｅ 

英語学特論Ｆ 

英語学特論Ｇ 

英語学特論Ｈ 

英米文学特論Ａ 

英米文学特論Ｂ 

英米文学特論Ｃ 

英米文学特論Ｄ 

英語圏言語文化総論Ａ 

英語圏言語文化総論Ｂ 

英語圏言語文化総論Ｃ 

英語圏言語文化総論Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

日
本
語
日
本
文
化
コ
ー
ス 

 

日本語学特論Ａ 

日本語学特論Ｂ 

日本語学特論Ｃ 

日本語学特論Ｄ 

日本語教育学特論Ａ 

日本語教育学特論Ｂ 

日本語教育学特論Ｃ 

日本語教育学特論Ｄ 

古典文学特論Ａ 

古典文学特論Ｂ 

古典文学特論Ｃ 

古典文学特論Ｄ 

近代文学特論Ａ 

近代文学特論Ｂ 

近代文学特論Ｃ 

近代文学特論Ｄ 

日本文化特論Ａ 

日本文化特論Ｂ 

日本文化特論Ｃ 

日本文化特論Ｄ 

伝承文芸特論Ａ 

伝承文芸特論Ｂ 

伝承文芸特論Ｃ 

伝承文芸特論Ｄ 

日本芸能特論Ａ 

日本芸能特論Ｂ 

日本芸能特論Ｃ 

国語教育特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

・日本語日本文化コース 

 指導教授の指導のも

とに、必修科目を含

め、計30単位以上を修

得し、かつ、修士論文

を提出し、その審査及

び試験に合格するこ

と。 
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特
別
研
究 

研究指導Ａ 

研究指導Ｂ 

研究指導Ｃ 

研究指導Ｄ 

② 

② 

② 

② 

 

 

 

共
通 

近代世界表象体系 ２  

研
究
科
共
通 

日本語論文の書き方Ⅰ 

日本語論文の書き方Ⅱ 

２ 

２ 

※修了要件に含めない 

※修了要件に含めない 
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国際人間学研究科 言語文化専攻 博士後期課程 

区分 授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ 

ケ
ー
シ
ョ
ン
分
野 

 
 

メディア・コミュニケーション専門研究Ａ 

メディア・コミュニケーション専門研究Ｂ 

メディア・コミュニケーション専門研究Ｃ 

メディア・コミュニケーション専門研究Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 専門研究演習8単位以

上を修得し、かつ、必要な

研究指導を受けた上、博

士論文を提出し、その審

査及び試験に合格するこ

と。 

英
語
圏
言
語 

文
化
分
野 

   

英語圏言語文化専門研究Ａ 

英語圏言語文化専門研究Ｂ 

英語圏言語文化専門研究Ｃ 

英語圏言語文化専門研究Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

日
本
語
言
語 

文
化
分
野 

  
 

日本言語文化専門研究Ａ 

日本言語文化専門研究Ｂ 

日本言語文化専門研究Ｃ 

日本言語文化専門研究Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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国際人間学研究科 心理学専攻 博士前期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

区分 授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

心
理
学
科
目
群 

心理学研究法特論 

知覚心理学特論A 

知覚心理学特論B 

健康心理学特論A 

健康心理学特論B   

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 指導教授の指導のもと

に、必修科目を含め、計３

０単位以上を修得し、か

つ、修士論文を提出し、

その審査及び試験に合

格すること。 

 

学
校
心
理
学
科
目
群 

認知心理学特論A 

認知心理学特論B 

社会心理学特論A 

社会心理学特論B 

発達心理学特論A 

発達心理学特論B 

臨床心理学特論 

教育心理学特論 

学習指導法特論A 

学習指導法特論B 

学校教育特論A 

学校教育特論B 

障害児心理学特論 

生徒指導特論A 

生徒指導特論B 

心理検査法特論A 

心理検査法特論B 

学校カウンセリング特論A 

学校カウンセリング特論B 

教育統計学特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

特
別
研
究 

研究指導A 

研究指導B 

課題指導A 

課題指導B 

② 

② 

② 

② 

研
究
科
共
通 

日本語論文の書き方Ⅰ 

日本語論文の書き方Ⅱ 

２ 

２ 

※修了要件に含めない 

※修了要件に含めない 
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国際人間学研究科 心理学専攻 博士後期課程 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

学習心理学専門研究ＡⅠ 

学習心理学専門研究ＡⅡ 

学習心理学専門研究ＢⅠ 

学習心理学専門研究ＢⅡ 

学習心理学専門研究ＣⅠ 

学習心理学専門研究ＣⅡ 

教育心理学専門研究ＡⅠ 

教育心理学専門研究ＡⅡ 

教育心理学専門研究ＢⅠ 

教育心理学専門研究ＢⅡ 

教育心理学専門研究ＣⅠ 

教育心理学専門研究ＣⅡ 

認知心理学専門研究ＡⅠ 

認知心理学専門研究ＡⅡ 

認知心理学専門研究ＢⅠ 

認知心理学専門研究ＢⅡ 

認知心理学専門研究ＣⅠ 

認知心理学専門研究ＣⅡ 

臨床心理学専門研究ＡⅠ 

臨床心理学専門研究ＡⅡ 

臨床心理学専門研究ＢⅠ 

臨床心理学専門研究ＢⅡ 

臨床心理学専門研究ＣⅠ 

臨床心理学専門研究ＣⅡ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 指導教授の指導のもと

に、専門研究ＡⅠ、ＡⅡ、

ＢⅠ、ＢⅡ、ＣⅠ、ＣⅡから

８単位以上を修得し、か

つ、必要な研究指導を受

けた上、博士論文を提出

し、その審査及び試験に

合格すること。 
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国際人間学研究科 歴史学・地理学専攻 博士前期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

区分 授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

共
通
科
目 

近代世界表象体系 ２ 

 

指導教授の指導のもと

に、必修科目を含め、計

30単位以上修得し、か

つ、修士論文を提出し、

その審査及び試験に合

格すること。 

 

履修方法については、

「歴史学コース」又は「地

理学コース」のいずれか

を主専攻として、当該コー

スの特別研究を必修とし、

講義科目については両コ

ースそれぞれの科目群か

ら２単位以上を修得しな

ければならない。 

歴
史
学
コ
ー
ス 

日本古代史特論Ⅰ 

日本古代史特論Ⅱ 

日本中世史特論Ⅰ 

日本中世史特論Ⅱ 

日本近世史特論Ⅰ 

日本近世史特論Ⅱ 

日本近代史特論Ⅰ 

日本近代史特論Ⅱ 

日本現代史特論Ⅰ 

日本現代史特論Ⅱ 

アジア史特論Ⅰ 

アジア史特論Ⅱ 

中国史特論Ⅰ 

中国史特論Ⅱ 

ヨーロッパ史特論Ⅰ 

ヨーロッパ史特論Ⅱ 

アメリカ史特論Ⅰ 

アメリカ史特論Ⅱ 

社会経済史特論Ⅰ 

社会経済史特論Ⅱ 

思想史特論Ⅰ 

思想史特論Ⅱ 

文化史特論Ⅰ 

文化史特論Ⅱ 

技術史特論Ⅰ 

技術史特論Ⅱ 

美術史特論Ⅰ 

美術史特論Ⅱ 

歴史学研究Ⅰ 

歴史学研究Ⅱ 

歴史学研究Ⅲ 

歴史学研究Ⅳ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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地
理
学
コ
ー
ス 

経済地理学特論Ⅰ 

経済地理学特論Ⅱ 

歴史地理学特論Ⅰ 

歴史地理学特論Ⅱ 

文化地理学特論Ⅰ 

文化地理学特論Ⅱ 

都市地理学特論Ⅰ 

都市地理学特論Ⅱ 

地理情報学特論Ⅰ 

地理情報学特論Ⅱ 

都市政策学特論Ⅰ 

都市政策学特論Ⅱ 

自然地理学特論Ⅰ 

自然地理学特論Ⅱ 

地誌学特論Ⅰ 

地誌学特論Ⅱ 

地理学研究Ⅰ 

地理学研究Ⅱ 

地理学研究Ⅲ 

地理学研究Ⅳ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

特
別
研
究 

研究指導Ⅰ 

研究指導Ⅱ 

研究指導Ⅲ 

② 

② 

② 

研
究
科
共
通 

日本語論文の書き方Ⅰ 

日本語論文の書き方Ⅱ 

２ 

２ 

※修了要件に含めない 

※修了要件に含めない 

 



57 

国際人間学研究科 歴史学・地理学専攻 博士後期課程 
 

区分 授 業 科 目 
単

位

数 
備 考 

歴史

学分

野 

歴史学専門研究演習 A（日本近世地域史） 
歴史学専門研究演習 B（日本近代外交史） 
歴史学専門研究演習 C（日本思想史） 
歴史学専門研究演習 D（比較経済史） 
歴史学専門研究演習 E（現代政治史） 
歴史学専門研究演習 F（東アジア思想史） 
歴史学専門研究演習 G（ヨーロッパ文化史） 
歴史学専門研究演習 H（科学技術史） 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 
 指導教授の指導のも
とに、専門研究演習８
単位以上を修得し、か
つ、必要な研究指導を
受けた上、博士論文を
提出し、その審査及び
試験に合格すること。 
履修方法につては

「歴史学コース」又は
「地理学コース」のい
ずれかを主専攻とし、
必要に応じて当該分野
以外の専門研究演習を
副専攻として修得する
こと。 

地理

学分

野 

地理学専門研究演習 A（歴史地域論） 
地理学専門研究演習 B（日本地域産業論） 
地理学専門研究演習 C（都市地域構造論） 
地理学専門研究演習 D（都市地域再生論） 
地理学専門研究演習 E（空間分析論） 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
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応用生物学研究科 応用生物学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

研
究
科
目 

特
別
研
究 

 

応用生物学特別研究Ａ 

応用生物学特別研究Ｂ 

応用生物学特別研究Ｃ 

応用生物学特別研究Ｄ 

４ 

４ 

４ 

４ 

  

指 導 教 授

の指導のもと

に、特別研究

Ａ・Ｂ又はＣ・

Ｄ、演習Ａ・Ｂ

又はＣ・Ｄを

含め、30単位

以上を修得

し、かつ、必

要な研究指

導を受けた上

で、修士論文

を提出し、そ

の審査及び

試験に合格

すること。「特

別研究Ｂ、Ｄ」

及 び ｛ 演 習

Ｂ、Ｄ｝は、応

用生物学研

究科委員会

の 承認を得

て、１年次に

受講し単位を

取得すること

ができる。 

演
習
科
目 

 

応用生物学演習Ａ 

応用生物学演習Ｂ 

応用生物学演習Ｃ 

応用生物学演習Ｄ 

２ 

２ 

２ 

２ 

講
義
課
目 

特
論 

応用生物学 

基    礎 

バイオサイエンス特論 

有機・分析化学特論 

微生物バイオテクノロジー特論 

２ 

２ 

２ 

 

18 単 位

以上修得

すること。 基盤生命 

科   学 
細胞・ゲノムエンジニアリング特論 ２ 

環境生物 

科   学 

環境システム保全学・生物多様性科学特

論 

２ 

食品栄養 

科   学 
食品栄養科学特論 ２ 

特
別
講
義 

基盤生命 

科   学 

基礎生命科学特別講義Ａ 

基礎生命科学特別講義Ｂ 

１ 

１ 

環境生物 

科   学 

環境生物科学特別講義Ａ 

環境生物科学特別講義Ｂ 

１ 

１ 

食品栄養 

科   学 

食品栄養科学特別講義Ａ 

食品栄養科学特別講義Ｂ 

１ 

１ 

研
究
法
科
目 

応用生物学 

基    礎 

バイオサイエンス研究法特論 

有機・分析化学研究法特論 

微生物学バイオテクノロジー研究法特論 

２ 

２ 

２ 

基盤生命 

科   学 
細胞・ゲノムエンジニアリング研究法特論 ２ 

環境生物 

科   学 

環境システム保全学・生物多様性科学研

究法特論 
２ 

食品栄養 

科   学 
食品栄養科学研究法特論 １ 

語
学
科
目 

基
礎
科
目 

 実用科学英語特別講義Ａ 

実用科学英語特別講義Ｂ 

特別海外語学研修 

２ 

２ 

１ 
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応用生物学研究科 応用生物学専攻 博士後期課程 
                     （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

特
別
研
究 

応用生物学特別研究 ⑧ 

指導教授の指導のもと
に、必修科目を含め８単
位以上修得し、かつ、必
要な研究指導を受けた
上、博士論文を提出し、
その審査及び試験に合格
すること。 

 
 



60 

生命健康科学研究科 生命医科学専攻 博士前期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

研
究
科
共
通
科
目 

導
入
科
目 

生と死の文明論 
ヘルスプロモーション論 
疾病予防科学概論 
医用技術の未来学 
障害科学 
地域健康支援論・演習 
生命健康科学研究法 A（生命医科学概論） 
生命健康科学研究法 B（疫学統計） 
生命健康科学研究法 C（基礎・臨床実験研究計

画法） 

② 
② 
① 
1 
１ 
１ 
① 
1 
１ 

履修の方法 
指導教授の指導のも

とに、必修科目を含め、

計 30 単位以上修得し、

かつ、修士論文を提出

し、その審査及び試験に

合格すること。 

生
命
医
科
学
専
攻
共
通
科
目 

特
論 

分子生物学特論 
生命制御学特論 
形態解析学特論 
病理病態学特論 
環境予防医科学特論 
環境医科学特論 
感染症防御医科学特論 
先端薬物科学特論 
先端医用材料工学特論 
バイオインフォマティクス特論 
先端医療技術特論 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

特
別
講
義 

基盤病態医科学特別講義 
環境予防医科学特別講義 
生命医用技術学特別講義 

1 
1 
1 

実
験 

高分子高次解析実験 
遺伝子高次操作実験Ａ（分子細胞学） 
遺伝子高次操作実験Ｂ（遺伝子改変） 
生体材料高次分析実験 
先端臨床生理学実験 

1 
1 
1 
1 
1 
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研
究
分
野 

基
盤
病
態
医
科
学
領
域 

基盤病態医科学特別研究Ａ 
（基盤病態基礎研究） 
基盤病態医科学特別研究Ｂ 
（基盤病態発展研究） 
基盤病態医科学演習Ａ 
（分子生物学基礎） 
基盤病態医科学演習Ｂ 
（分子形態学基礎） 
基盤病態医科学演習Ｃ 
（分子生物学発展） 
基盤病態医科学演習Ｄ 
（分子形態学発展） 

6 
 

6 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

環
境
予
防
医
科
学
領
域 

環境予防医科学特別研究Ａ 
（環境予防基礎研究） 
環境予防医科学特別研究Ｂ 
（環境予防発展研究） 
環境予防医科学演習Ａ 
（環境因子誘導疾患基礎） 
環境予防医科学演習Ｂ 
（感染症・生活習慣病基礎） 
環境予防医科学演習Ｃ 
（環境因子誘導疾患発展） 
環境予防医科学演習Ｄ 
（感染症・生活習慣病発展） 

6 
 

6 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

生
命
医
用
技
術
学
領
域 

生命医用技術学特別研究Ａ 
（生命医用技術基礎研究） 
生命医用技術学特別研究Ｂ 
（生命医用技術発展研究） 
生命医用技術学演習Ａ 
（生命医用工学基礎） 
生命医用技術学演習Ｂ 
（医用技術学基礎） 
生命医用技術学演習Ｃ 
（生命医用工学発展） 
生命医用技術学演習Ｄ 
（医用技術学発展） 

6 
 

6 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
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生命健康科学研究科 生命医科学専攻 博士後期課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

講
義
科
目 

先端生命医科学特論 
現代病予防医科学特論 

② 
② 

履修の方法 
指導教授の指導のも

とに、必修科目を含め、

計 12 単位以上修得し、

かつ、必要な研究指導

を受けた上で、博士論

文を提出し、その審査

及び試験に合格するこ

と。 

演
習
科
目 

先端生命医科学演習Ａ 
（糖鎖科学の新展開） 
先端生命医科学演習Ｂ 
（老化の分子基盤） 
先端生命医科学演習Ｃ 
（マイクロＲＮＡ） 
先端生命医科学演習Ｄ 
（神経発生学研究の動向） 
先端生命医科学演習Ｅ 
（酸化ストレス病態学の動向） 
先端生命医科学演習Ｆ 
（炎症制御学） 
先端生命医科学演習Ｇ 
（免疫関連疾患研究の新展開） 
先端生命医科学演習Ｈ 
（疼痛神経受容機構研究の新展開） 
先端生命医科学演習Ｉ 
（生活習慣病解析の新視点） 
先端生命医科学演習Ｊ 
（ウイルス検査法開発研究の展開） 
先端生命医科学演習Ｋ 
（神経生理検査法の評価と展開） 
先端生命医科学演習Ｌ 
（循環器疾患生理学的診断法の展開） 
先端生命医科学演習Ｍ 
（医療支援ロボット開発研究の展望） 
先端生命医科学演習Ｎ 
（蛋白質相同性検索の原理と応用） 
先端生命医科学演習Ｏ 
（生体材料の将来展望） 
先端生命医科学演習Ｐ 
（高次画像診断法の原理と応用） 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

特
別
演
習 

生命医科学特別研究 ⑧ 
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生命健康科学研究科 看護学専攻 修士課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

研
究
科
共
通
科
目 

導
入
科
目 

生と死の文明論 
ヘルスプロモーション論 
疾病予防科学概論 
医用技術の未来学 
障害科学 
地域健康支援論・演習 
生命健康科学研究法 A（生命医科学概論） 
生命健康科学研究法 B（疫学統計） 
生命健康科学研究法 C（基礎・臨床実験研究計

画法） 

2 
② 
1 
1 
1 
１ 
１ 
① 
１ 

履修の方法 
指導教授の指導のも

とに、必修科目を含め、

計 30 単位以上修得し、

かつ、修士論文を提出

し、その審査及び試験に

合格すること。 

看
護
学
専
攻 

共
通
科
目 

看護理論 
看護研究方法論 
ＥＢＮ概論 
看護倫理学 
看護情報マネジメント論 
コンサルテーション論 

② 
② 
1 
2 
2 
2 

研
究
分
野 

総
合
看
護
学
領
域 

看護教育学特論Ⅰ 
看護教育学特論Ⅱ 
看護教育学課題演習 
看護教育学課題実習 
看護管理学特論Ⅰ 
看護管理学特論Ⅱ 
看護管理学課題演習 
看護管理学課題実習 A（基盤実習） 
看護管理学課題実習 B（発展実習） 
看護管理学セミナー 
看護管理学課題研究 A（基礎研究） 
看護管理学課題研究 B（発展研究） 
総合看護学特別研究 A（基礎研究） 
総合看護学特別研究 B（発展研究） 

2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 



64 

研
究
分
野 

生
活
支
援
看
護
学
領
域 

療養支援看護学特論Ⅰ 
療養支援看護学特論ⅡA（成人看護学） 
療養支援看護学特論ⅡB（老年看護学） 
療養支援看護学課題演習 
療養支援看護学課題実習 
精神看護学特論Ⅰ 
精神看護学特論Ⅱ 
精神看護学課題演習 
精神看護学課題実習 
地域保健看護学特論Ⅰ 
地域保健看護学特論Ⅱ 
地域保健看護学課題演習 
地域保健看護学課題実習 
生活支援看護学特別研究 A（基礎研究） 
生活支援看護学特別研究 B（発展研究） 

2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
4 

 

発
達
看
護
学
領
域 

発達看護学特論 A（小児看護学） 
発達看護学特論 B（母性看護学） 
家族看護学特論 
発達看護学課題演習 
発達看護学課題実習 
発達看護学特別研究 A（基礎研究） 
発達看護学特別研究 B（発展研究） 

2 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
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 生命健康科学研究科 リハビリテーション学専攻 修士課程 
 （単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

研
究
科
共
通
科
目 

導
入
科
目 

生と死の文明論 
ヘルスプロモーション論 
疾病予防科学概論 
医用技術の未来学 
障害科学 
地域健康支援論・演習 
生命健康科学研究法 A（生命医科学概論） 
生命健康科学研究法 B（疫学統計） 
生命健康科学研究法Ｃ（基礎・臨床実験研究計

画法） 

② 
② 
１ 
1 
① 
1 
１ 
１ 
① 

履修の方法 
指導教授の指導のも

とに、必修科目を含め、

計 30 単位以上修得し、

かつ、修士論文を提出

し、その審査及び試験に

合格すること。 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
専
攻
共
通
科
目 

特
論 

疼痛生理学・治療学特論 
運動生理学・病態生理学特論 
運動解析学特論 
発達・加齢科学特論 
健康増進・支援学特論 
リハビリテーション治療学特論 
障害者生活支援学特論 
精神障害リハビリテーション特論 
医療専門職人材育成特論 

2 
2 
１ 
2 
2 
2 
2 
１ 
１ 

特
別
講
義 

リハビリテーション生体機能学特別講義 
リハビリテーション療法学特別講義 

1 
1 

研

究

分

野 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
生
体
機
能
学
領
域 

リハビリテーション生体機能学演習Ａ（疼痛生

理学・治療学基礎） 
リハビリテーション生体機能学演習Ｂ（運動生

理学・解析学基礎） 
リハビリテーション生体機能学演習Ｃ（疼痛生

理学・治療学発展） 
リハビリテーション生体機能学演習Ｄ（運動生

理学・解析学発展） 
リハビリテーション生体機能学特別研究Ａ（基

礎研究） 
リハビリテーション生体機能学特別研究Ｂ（発

展研究） 

２ 
 
２ 
 
２ 
 
２ 
 
６ 
 
６ 
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リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
療
法
学
領
域 

リハビリテーション療法学演習Ａ（基盤技術基

礎） 
リハビリテーション療法学演習Ｂ（応用技術基

礎） 
リハビリテーション療法学演習Ｃ（基盤技術発

展） 
リハビリテーション療法学演習Ｄ（応用技術発

展） 
リハビリテーション療法学特別研究Ａ（基礎研

究） 
リハビリテーション療法学特別研究Ｂ（発展研

究） 

２ 
 
２ 
 
２ 
 
２ 
 
６ 
 
６ 
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教育学研究科 教育学専攻 修士課程 
（単位数に○印のある科目は必修科目） 

授 業 科 目 
単
位
数 

備  考 

基
幹
科
目 

教
育
学
・ 

保
育
学
領
域 

教育方法学研究 
教育史学研究 
幼児教育学研究 

④ 
４ 
④ 

履修の方法 
 指導教授の指導のも

とに、必修科目を含め、

計 30 単位以上修得し、

かつ、修士論文を提出

し、その審査及び試験に

合格すること。 

教
育
心
理
学 

領
域 

教育心理学研究 
発達心理学研究 
障害者（児）心理学研究 

④ 

４ 

４ 

教
科
教
育
学 

領
域 

社会科教育学研究 
算数・数学教育学研究 
体育・健康教育学研究 
国語教育研究 
科学教育研究 

４ 
４ 
４ 
４ 
４ 

専
門
科
目 

教
育
学
・ 

保
育
学
領
域 

教育史学特論 
学校教育学特論 
比較幼児教育特論 
保育学特論 

２ 
２ 
２ 
２ 

教
育
心
理
学 

領
域 

教育心理学研究法特論 
社会心理学特論 
教育相談学特論 
異文化心理学特論 

２ 
２ 
２ 
２ 

教
科
教
育
学 

領
域 

特別支援教育特論 
教育マネジメント特論 
発達障害児支援特論 

２ 
２ 
２ 

特
別
研
究 

教育学特別研究 
 
④ 

 




